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令和５年度 事業計画書 

（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日） 

 

 

Ⅰ．助成 

 

１．研究助成（公募） 

少子高齢社会・人口減少社会における社会福祉に関わる国際的調査研究に対し

て応募型の助成を行います。助成対象者は、大学・研究所等の研究教育機関等に

おいて、研究・教育活動に従事している方、又は大学院修士課程に在籍するか同

等以上の資格もしくは能力を有する方とします。助成額は一件あたり 100万円を

限度とします。 

 

①基本テーマ： 

『すべての人が希望に生きる未来へ』 

下記領域の研究を対象とします。 

（ⅰ）心と健康 

（ⅱ）社会的包摂に関するソーシャルワーク実践 

（ⅲ）これからの福祉の環境づくり 

②助成件数及び助成予算： 

新規助成  18件程度。助成予算額 1,800万円。 

③選考： 

助成の選考は、選考委員会に諮り、理事会で最終決定します。 

 

 

２．特定活動助成（公募） 

少子高齢社会・人口減少社会における社会福祉に関わる市民活動に対して応募

型の助成を行います。本年度も特定活動助成として、自然災害の被災者をはじめ

コロナ禍で困難な状況にある人等を対象に、主に心のケアのための「傾聴ボラン

ティア」として活動している市民活動団体を助成の対象とします。助成額は一件

あたり 50万円を限度とし、最長 3年間とします。 

 

①基本テーマ： 

『一人ひとりの心に寄り添う“傾聴ボランティア”を応援します』 
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②助成件数及び助成予算： 

新規・継続助成 8件程度。助成予算額 400万円。 

③選考： 

助成の選考は、選考委員会に諮り、理事会で最終決定します。 
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Ⅱ．国際交流と人材の育成事業 

 

１．ハワイ・ソーシャルワーク・セミナー 

 将来の社会福祉を担う専門職をめざす大学院生・大学生を公募選考し、20 人

程度を米国ハワイ州に派遣して、ハワイ大学及び現地の社会福祉機関等において

約 2 週間のセミナーを実施します。ハワイ大学マイロン B.トンプソン・ソー  

シャルワーク学部の教員を始めとする現地の講師陣による講義、ディスカッショ

ンや社会福祉機関の見学等を通して多民族社会であるハワイのソーシャルワー

クを学びます。 

但し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 5年度は過去の参加

者を対象にフォローアップ研修を実施します。 

 

 

２．日韓こころの交流プログラム 

 少子高齢化の進捗が著しい日本及び韓国の社会福祉諸団体と提携して、両国で

交互（一年毎）に社会福祉の専門家及び一般市民を対象に、「日韓こころの交流

シンポジウム」を実施します。 

又、福祉現場で働く若手専門職と専門職をめざす大学院生を公募選考の上、10

人程度をシンポジウム開催現地に派遣して、教育機関及び社会福祉機関において

学習する約 1週間の「専門職育成・国際交流セミナー（研修セミナー）」を実施

します。 

但し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 5年度は過去の参加

者を対象にフォローアップ研修を実施します。 
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Ⅲ．ボランティア活動の国際交流 

 

１．心のケア・フォーラム（ボランティア・ミシガン研修） 

 心のケアに取り組むボランティアを公募選考し、約 15人を米国ミシガン大学

に派遣して、1週間の研修セミナーを開催しています。 

 但し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 5年度は心のケアに

関わるフォーラムを開催します。 
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Ⅳ．ボランティア活動の普及啓発 

 

１．ユニベールボランティア神戸 

シニア年代（高齢者及びこれから高齢期を迎える方）に、主に高齢者を対象に

心のケアのための傾聴ボランティアとして活動していただきます。 

兵庫県神戸市を拠点に近畿地区で活動。個人宅を訪問して心のケアにあたる

「友愛訪問」をはじめ、地域高齢者の閉じこもり予防のためのサロン茶話会等を

実施して、精神的な自立を見守ります。状況に応じて電話や手紙等も活用します。

活動にあたっては専門家による研修を重ねて、その質の向上に努めます。 

 但し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 5年度は高齢者の自

宅の中での傾聴等一部の活動を控えます。 

 

 

 

２．ユニベールボランティア東京 

シニア年代（高齢者及びこれから高齢期を迎える方）に、主に高齢者を対象に

心のケアのための傾聴ボランティアとして活動していただきます。 

東京都立川市を拠点に活動。地域包括支援センター等と連携し、個人宅を訪問

して心のケアにあたる「友愛訪問」をはじめ、施設等の高齢者の精神的な自立を

見守る活動を行います。状況に応じて電話や手紙等も活用します。活動にあたっ

ては専門家による研修を重ねて、その質の向上に努めます。 

但し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 5年度は高齢者の自

宅の中での傾聴等一部の活動を控えます。 

 














